
索　
　

引

（
八
七
五
）

日
本
法
学　

第
八
十
一
巻　

索　

引

論　
　
　

説

号

古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る incestum

 

に
つ
い
て
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
吉　

原　

達　

也
…
一
（　
　

一
）

集
団
的
自
衛
権
と
憲
法
の
変
遷
論
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
小　

林　

宏　

晨
…
一
（　

三
一
）

行
政
警
察
活
動
と
犯
罪
の
事
前
捜
査
（
下
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
加　

藤　

康　

榮
…
一
（　

九
三
）

ポ
テ
ィ
エ
『
法
準
則
論
』
中
の
「
一
般
的
法
準
則
」
に
お
け
る
方
法
論
分
析
：
 …
…
…
…
…
…

ポ
テ
ィ
エ
「
新
序
列
」
と
ド
マ
「
自
然
的
序
列
」
の
相
克
と
統
合

菊　

池　

肇　

哉
…
一
（
二
八
〇
）

英
国
金
融
法
制
とS

enior M
anagem

ent R
egim

e　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 …
…

│
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
交
錯
、
裁
判
例
を
通
じ
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
変
容
、

　
　
　

上
級
管
理
者
機
能
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
お
よ
び
域
外
適
用

│

藤　

川　

信　

夫
…
二
（　
　

一
）

刑
事
司
法
に
お
け
る
検
察
官
の
役
割
（
一
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
加　

藤　

康　

榮
…
二
（　

六
三
）

住
民
訴
訟
と
議
会
に
よ
る
権
利
放
棄
議
決
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
西　

原　

雄　

二
…
二
（
一
〇
七
） 頁

一
九
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
八
七
六
）

道
路
周
辺
映
像
サ
ー
ビ
ス
の
問
題
点　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
住
居
画
像
の
提
供
を
中
心
と
し
て

│

水　

野　
　
　

正
…
二
（
一
四
三
）

刑
事
司
法
に
お
け
る
検
察
官
の
役
割
（
二
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
加　

藤　

康　

榮
…
三
（　
　

一
）

振
り
込
め
詐
欺
の
防
止
に
向
け
た
官
民
共
同
対
策
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
尾　

田　

清　

貴
…
四
（　
　

一
）

目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 …

│
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
二
つ
の
統
一
法
典
、
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
展
開
を
参
考
に
し
て

│
長
谷
川　

貞　

之
…
四
（　

四
三
）

刑
事
司
法
に
お
け
る
検
察
官
の
役
割
（
三
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
加　

藤　

康　

榮
…
四
（
一
三
五
）

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
・
ロ
ー
ン
 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
日
本
法
と
の
比
較
を
手
掛
か
り
に

│

鬼　

頭　

俊　

泰
…
四
（
一
七
五
）

翻　
　
　

訳

人
的
結
合
体
が
意
思
形
成
を
す
る
場
合
の
法
的
安
全
性
と
い
う
視
点　
　
　
　
　

 …

│
瑕
疵
あ
る
決
議
の
公
表
を
例
と
し
て
決
議
の
拘
束
力
と
法
律
行
為
論
の
要
請
と
の
間
の
緊
張
関
係
に
つ
い
て

│

…
一
（
一
三
九
）

所
有
物
返
還
請
求
権
は
消
滅
時
効
に
か
か
り
得
る
か　
　
　
　

…
…
…
…

│
同
時
に
消
滅
時
効
の
持
つ
目
的
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て

│

…
二
（
一
八
九
）

マ
ル
テ
ィ
ン　

ホ
イ
プ
ラ
イ
ン

益
井
公
司　

訳

ク
リ
ス
チ
ャ
ン　

ア
ル
ム
ブ
リ
ュ
ス
タ
ー

益
井
公
司　

訳
一
九
八



索　
　

引

（
八
七
七
）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育
を
受
け
る
権
利
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
三
（　

五
三
）

研
究
ノ
ー
ト

財
政
改
革
と
連
邦
最
高
裁
判
所　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

│
バ
ー
ガ
ー
第
一
五
代
長
官
の
時
代

│

甲　

斐　

素　

直
…
一
（
一
六
三
）

判
例
研
究

経
営
破
綻
し
た
大
手
ス
ー
パ
ー
の
社
債
の
購
入
者
ら
に
よ
る
、

社
債
販
売
会
社
（
証
券
会
社
）、
社
債
管
理
者
（
銀
行
）
に

対
す
る
損
害
賠
償
請
求
に
関
す
る
事
件　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 …
…
…
…
…
…
…
…

（
マ
イ
カ
ル
投
資
家
訴
訟
名
古
屋
事
件
：
名
古
屋
高
判
平
成
二
一
年
五
月
二
八
日

判
時
二
〇
七
三
号
四
二
頁
、
判
タ
一
三
三
六
号
一
九
一
頁
（
変
更
・
確
定
））

松　

嶋　

隆　

弘
…
一
（
二
二
一
）

入
浴
中
の
溺
死
に
つ
い
て
疾
病
免
責
が
認
め
ら
れ
た
事
例　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
…
…
梅　

村　
　
　

悠
…
二
（
二
一
五
）

ペ
ー
タ
ー
・
Ｍ
・
フ
ー
バ
ー

甲
斐
素
直 

翻
訳
監
修

栗
島
智
明　

訳

東
京
高
裁
平
成
二
四
年
七
月
一
二
日
判
決
（
平
成
二
三
年
（
ネ
）
第
六
九
〇
七
号
、
保
険
金
請

求
控
訴
事
件
）
自
動
車
保
険
ジ
ャ
ー
ナ
ル
1
9
1
4
号
4
頁

原
審
・
東
京
地
裁
平
成
二
三
年
九
月
一
三
日
判
決
（
平
成
二
一
年
（
ワ
）
第
二
七
六
八
号
、
保

険
金
請
求
事
件
（
第
一
事
件
）、
平
成
二
一
年
（
ワ
）
第
一
四
八
二
五
号
、
保
険
金
請
求
事
件

（
第
二
事
件
））
自
動
車
保
険
ジ
ャ
ー
ナ
ル
1
9
1
4
号
1
3
頁

一
九
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
八
七
八
）

泥
酔
中
に
吐
瀉
物
を
誤
嚥
し
て
死
亡
し
た
事
故
に
つ
き
、
保
険
者
に
よ
る
免
責
の
抗
弁
が
否
定
さ
れ
た
事
例

 …
…

東
京
高
裁
平
成
二
六
年
四
月
一
〇
日
判
決
（
東
京
高
裁
平
成
2
4
（
ネ
）
7
6
5
5
号
、
同
2
5
（
ネ
）
2
8
5
9
号
、
保

険
金
請
求
控
訴
、
承
継
参
加
事
件
）
判
例
時
報
2
2
3
7
号
1
0
9
頁

第
一
審
・
東
京
地
裁
平
成
二
四
年
一
一
月
五
日
判
決
（
平
成
2
3
（
ワ
）
9
7
0
1
号
）
判
例
時
報
2
2
3
7
号
1
1
8
頁

梅　

村　
　
　

悠
…
三
（　

八
三
）

資　
　
　

料

「『
商
法
（
運
送
・
海
商
関
係
）
等
の
改
正
に
関
す
る
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

中
間
試
案
』
に
対
す
る
意
見
募
集
」
に
対
す
る
意
見

…
二
（
二
三
一
）

ポ
テ
ィ
エ
『
新
編
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
学
説
彙
纂
』
第
50
巻
第
17
章
第
1
部
抄
…
…
…
…
…
…
吉　

原　

達　

也
…
三
（
一
二
六
）

日
本
大
学
法
学
部
商
事
法
研
究
会

二
〇
〇
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